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総 則

� 適 用
大阪府土木部（以下「府」）が発注する機械・電気等設備工事に使用する機
器（以下「機器」）は、図面または特記仕様書に品質規格を明示した場合を除
き、本一般仕様書（以下「本仕様書」という）を適用する。
� 機器の規格等
機器は図面又は特記仕様書、本仕様書に明示された形状、寸法、品質規格等
を有しているもので、かつ錆、腐蝕、変質、変形機能低下等の異常があっては
ならない。
� 機器の承諾
� 機器の製作に先立ち、承諾図書（提出書類一覧表参照）を監督員に提出し、
承諾を得るものとする。
� 図面又は特記仕様書及び本仕様書に明示された以外の機器及び材料を使用
する場合は製作・購入前に設計図面等により、監督員の承諾を受けるものと
する。

� 機器の検査
� 設計図書又は特記仕様書及び本仕様書に明示されている機器について、製
作会社において監督員が指示する中間（工場）検査を受けるものとする。
また、現地において、原則として実負荷による連続運転総合動作等を行い
性能、機能の確認検査を受けるものとする。

� 機器の設計製作
�機器は、主要機器、一般機器、購入機器に分類される。主要機器は、設備工
事における重要な機器をいい、請負者が自ら責任を持って品質保証を行なう
請負者銘板を取り付けた機器 (以下「自社製作機器｣ という）であることが
必要である。
�主要機器は自社製造機器を原則とする。自社製造機器とは、請負者が設計、
製造及び検査を一貫して行なう機器をいう。
製造外注機器とＯＥＭ(original equipment manufacturing)外注機器は、自
社製造機器によりがたい理由があり、かつ外注する製作会社が優秀な場合に
限り自社製造機器として扱う。
�一般機器は、主要機器及び購入機器以外の機器をいう。一般機器は、自社製
作機器、または機器見積り依頼先相当の優秀な製作会社が製作する機器とす
る。
�購入機器とは、専門的製作会社において製作される標準汎用的機器をいい、
特記仕様書で指定する製作会社において製作される機器であることを原則と
する。これによりがたい場合、指定会社以外の製作会社が製作する機器につ
いては、その製作会社が優秀な場合に限り、指定会社が製作する機器と同等
として扱う。

� 機器の輸送搬入
� 機器の輸送、搬入に先立ち、施工計画書に基づいて輸送の方法、経路、時
期等について監督員と打合せを行うものとする。
� 輸送中に機器等に損傷を与えた場合は、監督員に報告するとともに適切な
処置を講ずるものとする。

� 付属品、予備品
機器の付属品、予備品は図面又は特記仕様書及び本仕様に記載されているも
ののほか、運転上及び保守上必要なものは具備するものとする。
� 塗装仕様
機器の塗装については特記仕様書及び機械・電気等設備工事共通仕様書（案）
による。尚、機器の標準塗装は次表とする。
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〔機器の標準塗装仕様〕

系 工 程 塗 料 名 標準膜厚（μ）

タポ プ ラ イ マ ー ジﾝｸﾘｯﾁプﾗｲﾏｰ （有機） 20 計
水
�キ 第１層（下塗） ﾀｰﾙｴポｷｼ 樹脂（１種） 80

中 260
ルシ 第２層（中塗） ﾀｰﾙｴポｷｼ 樹脂（１種） 80

部 μ
エ系 第３層（上塗） ﾀｰﾙｴポｷｼ 樹脂（１種） 80

長ル プ ラ イ マ ー エッチングプライマー 15
水
油 第１層（下塗） 鉛系さび止め塗料１種 35

140
上 性酸 第２層（下塗） 〃 ２種 35

μ
フ 第３層（中塗） 長油性フタル酸樹脂塗料 30

部
タ系 第４層（上塗） 〃 25

ア プ ラ イ マ ー エッチングプライマー 15
ル
ミ 第１層（下塗） シアナミド鉛 25
ニ 105
ウペ 第２層（下塗） 〃 25
ムイ μ

耐 ン 第３層（中塗） 耐熱アルミニウム塗料 20
ト
系 第４層（上塗） 〃 20

熱

シ 第１層（下塗） シリコン樹脂塗料 30
部 リ
コ 第２層（下塗） 〃 30 100
ン
樹 第３層（中塗） 〃 20 μ
脂
系 第４層（上塗） 〃 20
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